
緒 言

21世紀に入り産業社会構造の急激な発展は，その

製品の製造に伴う排出物または廃棄物によって，人

類等が生活している地球環境に大きな被害を与えて

いる。近年では，廃棄物循環型社会として，ゼロエ

ミッション社会の構築が提案されてきている。これ

は，生活環境または地球環境の保全そして資源有効

利用の見地から，ゴミを限りなく少なくするゴミゼ

ロ社会を目指したものである。具体的には，廃棄物

の排出の抑制に努め，リサイクル可能なものは極力

リサイクルし，それでもなお排出する可燃性物質は

消却処理するとともに，その時発生する熱エネル

ギーを積極的に利用し，ゴミの減量化と再生利用を

図る社会システムを構築しようとするものである。

再生利用については，例えば，汚泥中の多糖類を乳

酸菌の作用でＬ-乳酸に変換し，これを重合させて生

分解性プラスチックであるポリ乳酸を作成すること

で，汚泥をプラスチックの原料として再利用する研

究 がある。地球環境に影響をおよぼすのは廃棄物

だけでなく，排出物，すなわち，排水も多大な影響

をおよぼす原因のひとつである。昭和33年（1958

年）に「公共用水域の水質の保全に関する法律」と

「工場排水等の規制に関する法律」の水質２法が制定

された。その後昭和45年（1970年），公共水域の水

質汚濁の防止をはかり，生活環境を保全するために

前述の水質２法が廃止され，新たに「水質汚濁防止

法」が成立し，表１に示した排水一律基準 として翌

年より施行された。多量の排出物や廃棄物を伴う製

造工場，その中のひとつである乳製品工場から排出

される排水も例外ではなく，環境汚濁防止のため排

水処理施設（処理施設）を設けて排水中に含まれる

乳固形分等を物理学的，化学的および生物学的な処

理方法によって出来る限り除去して排水の水質管理

を行っている。乳製品工場の規模は，主に乳処理量

で表されることが多い。年間の乳処理量が多いほど

大きな（大規模）工場として位置づけられる。

そこで，我々は年間乳処理量が約20kℓ（牛乳類約

10kℓ，チーズ，バターアイスクリームなどの加工品

約10kℓ）の小規模ではあるが種々の乳製品を製造

（学生実習等）し，処理施設を設けて処理水を公共下

水道に放流している本学食品科学科付属施設である

乳製品実習室から排出される排水について pH，生

物化学的酸素要求量（BOD），浮遊物質量（SS）お

よびｎ-ヘキサン抽出物質を調べた。

実 験 方 法

１．試料の採取

乳製品実習室から排出される排水が処理施設（凝

集分離法による加圧浮上装置，㈱クリタス）に流入

する原水と処理された処理水を各500ml採取し，こ

れを試料とした。
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２．分析

pHは工業用水試験法 に示された方法，BODは

下水道法関係資料 に示された方法，SSとｎ-ヘキ

サン抽出物質は環境庁告示に示された常法 に

よった。

実験結果および考察

本学食品科学科付属施設である乳製品実習室（実

習室）から排出される排水の原水と処理施設によっ

て処理された処理水（放流水）を，平成12年（2000

年）４月から平成13年（2001年）３月までの毎月１

回不定期に採取し，分析した結果を表２に示した。

また，昭和33年（1958年）に制定された我が国にお

ける下水道法から今回分析した項目に対する放流基

準値 を表３に示した。

いずれの月においても処理水の pH，BOD，SSお

よびｎ-ヘキサン抽出物質は，我が国で定めた下水道

法の放流基準値以下であった。原水の pHでは，全て

の月において放流基準値内の pH5.2から pH6.6で

あった。BODでは７月と３月においてそれぞれ
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表1 我が国における排水一律基準

項 目 許容限度 項 目 許容限度

カドミウムおよびその化合物 0.1mg/l 生物化学的酸素要求量（BOD） 160(日間平均120)mg/l
シアン化合物 1.0mg/l 化学的酸素要求量（COD） 160(日間平均120)mg/l
有機りん化合物 1.0mg/l 浮遊物質量（SS） 200(日間平均150)mg/l
鉛およびその化合物 鉛0.1mg/l ｎ-ヘキサン抽出物質量

六価クロム化合物 六価クロム0.5mg/l 動植物油脂類含有量 30mg/l
ヒ素およびその化合物 ヒ素0.1mg/l 鉱油類含有量 5mg/l
水銀およびアルキル水銀その他

の水銀化合物

水銀0.005mg/l フェノール類含有量 5mg/l
銅含有量 3mg/l

アルキル水銀化合物 検出されないこと 亜鉛含有量 5mg/l
 

PCB 0.003mg/l 溶解性鉄含有量 10mg/l
トリクロロエチレン 0.3mg/l 溶解性マンガン含有量 10mg/l
テトラクロロエチレン 0.1mg/l クロム含有量 2mg/l
ジクロロメタン 0.2mg/l フッ素含有量 15mg/l
四塩化炭素 0.02mg/l 窒素含有量 120(日間平均60)mg/l
１，２-ジクロロエタン 0.04mg/l りん含有量 16(日間平均８)mg/l
１，１-ジクロロエチレン 0.2mg/l 大腸菌群数 日間平均3000/ml
シス-１，２-ジクロロエチレン 0.4mg/l 水素イオン濃度

１，１，１-トリクロロエタン 3.0mg/l 海域以外の公共用水域に

排出されるもの

5.8～8.6

１，１，２-トリクロロエタン 0.06mg/l
１，３-ジクロロプロペン 0.02mg/l 海域に排出されるもの 5.0から9.0

チウラム 0.06mg/l ベンゼン 0.1mg/l
シマジン 0.03mg/l セレンおよびその化合物 0.1mg/l
チオベンカルブ 0.2mg/l

表2 原水および処理水の分析値

PH  BOD  SS  n-ヘキサン抽出物質
年 月

原水 処理水 原水 処理水 原水 処理水 原水 処理水

2000年４月 6.6 7.0 150 69 30 27 30 11

５月 5.6 6.5 570 130 120 36 26 6

６月 6.1 6.7 350 77 65 21 34 6

７月 5.5 6.1 820 320 380 110 190 1

８月 6.1 6.3 480 200 230 25 93 7

９月 6.1 9.3 340 160 90 44 38 16

10月 6.5 6.8 260 150 56 38 65 9

11月 6.6 7.1 490 150 120 41 4 1

12月 5.2 6.0 580 190 130 44 1 2

2001年１月 6.4 6.6 290 94 46 28 3 2

２月 6.1 6.5 450 100 54 22 37 10

３月 6.0 6.4 760 210 24 57 45 22

BOD，SSおよびｎ-ヘキサン抽出物質の単位はmg/ℓ，BOD：生物化学的酸素要求量，SS：浮遊物質量。



820,760mg/ℓと高かった。SSでは７月に380mg/ℓ

と高く，ｎ-ヘキサン抽出物質では６月から10月ま

でと２月，３月がそれぞれ34，190，93，38，65，37，

45mg/ℓと高かった。

実習室から排出される排水は別棟にある処理施設

に入り，図１に示したような経路をたどる。すなわ

ち，最初に沈砂曝気槽（2.7m）に入り，次に油分離

槽（3.42m），原水槽（1.02m），流量調整槽（23.03

m），計量槽（0.14m），反応槽（0.37m），凝集槽

（0.25m），浮上分離槽（4.23m）および中和槽（0.37

m）へと順次通り，その後放流される。この間，沈

砂曝気槽には３基，流量調整槽には９基の200¢ディ

フューザーが設置されており，曝気（ブロアー）さ

れる。また，油分離槽には３枚の潜流板が施され，

浮上する油分を除去する。反応槽では pH調整

（pH6.0から pH7.0）され凝集剤 PAC（主な成分はポ

リ塩化アルミニウム），凝集槽では高分子凝集剤（主

な成分はアクリルアミド系ポリマー）が添加されて

撹拌される。この時に乳固形分等がフロックとして

生成される。生成したフロックは浮上分離槽への流

入管内で高分子凝集剤によってより大型化し，同時

に管内で空気溶解加圧水（3.0kg/cm から4.0kg/

cm）と混合される。このためにフロックは多数の気

泡が付着し，見かけの比重が著しく低下して浮上分

離槽において浮上する。浮上したフロックはスキ

マーにて汚泥貯留槽（6.354m）へ流入される。フ

ロックが除去された排水は中和槽にて pH調整

（pH5.0から pH9.0）された後，処理水として公共下

水道へ放流される。この処理施設の能力は15m/日

であり，排水が１日当たり15m 以下の小規模な工

場には適した処理方法である。

原水の pHが BOD，SSおよびｎ-ヘキサン抽出物

質の濃度変化に係わらず pH5.0から pH9.0の放流

基準値内であったことは，主たる原料乳成分である

牛乳の pHは通常 pH6.6であり ，乳製品工場の機

器および器具類の洗浄にはアルカリ性洗剤と酸性洗

剤が併用され，また，殺菌剤として次亜塩素酸ナト

リウムなども使用され，排水が極端なアルカリ性ま

たは酸性にならないということが考えられる。原水

の BOD，SS，およびｎ-ヘキサン抽出物質が高かっ

た７月においては，全固形分と脂肪分の高い排水で

小規模な乳製品工場の排水

表3 我が国における下水道法による放流基準

項 目 放流基準値

pH 5.0～9.0

生物化学的酸素要求量（BOD） 600mg/ℓ

浮遊物質量（SS） 300mg/ℓ

ｎ-ヘキサン抽出物質 30mg/ℓ

図1 排水施設のフローシート

PAC：凝集剤
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あったことが考えられる。また，BODと SSが共に

高い値を示したが，ｎ-ヘキサン抽出物質が低かった

12月においては，全固形分は高いが脂肪分の少ない

脱脂乳系が多く含まれた排水であったことが考えら

れる。乳製品工場では，排水中の乳固形分が水質環

境の汚染原因にならないために，このような様々な

濃度の排水に対応して一定のフロック等を生成させ

て油分や乳固形分等を除去して放流するための管理

が重要である。そのために乳製品工場では表４に示

した主な乳製品の平均組成 などを活用し，処理施

設に流入する原水のおおよその BOD量などを算出

して添加剤の濃度等の調整をおこなっている。この

ため製造する品種や製造量などの情報を処理施設担

当者へ伝えるということが特に重要な要素となる。

また，日々の排水の汚染度を比較したり，処理施設

の負荷を予想する場合に BODkgという数値を使う

ことが知られている 。これは，工場排水（主に大規

模な工場）の BOD値からおおよその乳固形分損失

量に換算することができる方法である。例えば，あ

る工場で１日に10BODkgの排水であるとすれば，

これは表４から全乳では10/0.103＝97kg，練乳で

は10/0.208＝48kgの乳固形分が排水中に存在する

ことを意味している。すなわち，乳固形分の損失に

なる。

排水の水質管理には前述した実習室に設置された

方法もあるが，大規模な乳製品工場では活性汚泥法

を中心とした処理が行われている 。断続的に排出

する排水が50m/日以上の汚水，温度40℃以上，

pH5.7以 下 pH8.7以 上，BOD300mg/ℓ以 上，

SS300mg/ℓ以上およびｎ-ヘキサン抽出物質30

mg/ℓ以上の条件を満たしているのならば下水道法

の適用を受けることができる。また，これらの条件

に加えてヨウ素消費量220mg/ℓ以上であれば「使

用開始等の届けを要する下水の水質」であり，温度

45℃以上と pH5.0以下9.0以上であれば「除害施設

の設置を必要とする」水質になる 。様々な条件下で

１日当たりの排水量が50m 以下の小規模な乳製品

工場において，乳処理量の数十倍の単位で清水等が

混入する場合の条件下での製造ならば，流入量に見

合った貯留槽（ピット）を複数設置し，ある１つの

槽には複数の潜流板を施して油分離を行い，その後

は順次貯留槽を通過するたびに希釈され，公共下水

道に放流する場合には表３に示した放流基準値，河

川等に放流する場合には表１に示した放流基準値以

下に最終的にはなる可能性があることも考えられ

る。また，極めて小規模な乳製品工場では，各製造

工程ごとに排出される排水が一時的には高濃度の

BOD等になるが，１日の排水量に換算してみると基

準値以下ということで，直接公共下水道に放流して

いる場合も考えられる。それぞれの小規模な乳製品

工場特有の条件に見合った処理方法によって，公共

水域の水質汚濁防止と環境保全に努めることが望ま

れる。

要 約

小規模な乳製品工場から排出される排水につい

て，加圧浮上装置によって排水処理管理を行って公

共下水道に放流している酪農学園大学乳製品実習室

を事例として，平成12年（2000年）４月から平成13

年（2001年）３月までの１ヵ月ごとの原水と処理水

について調べた。原水は放流基準値を越える場合も

あるが，処理水では基準値以内で放流されていた。

しかし，排水中の乳固形分が水質汚染の原因になっ

ている。水合理化使用（水の循環利用）のため，一

定の水質管理には流入する原水に含有する乳固形分

等の情報が重要であると思われた。
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Summary
 

Waste water treatment control was done by pressure floatation plant and treated water was discharged
 

to the public sewerage system at the milk practical training plant of RakunoGakuen University.The levels
 

of pH,biochemical oxygen demand(BOD), suspended solid (SS)and n-hexane extracted chemicals in the
 

effluent and treated waste water were studied. Those levels of effluent were sometimes over the baisic
 

standards. In this plant,total amount of waste water was treatedto bring dowen these values below the
 

standardlevel. But when the solid content in the wastewater is increased,these levels are also increased.

Therefore,basic information of the wastewater was inportant.
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